
長野県木曽郡木曽町における林野火災に係る災害派遣について
令和８年３月２５日
防 衛 省

※ 数値等は全て速報値のため、
今後変更される可能性があります。

【お知らせ】

概 要

○ 令和８年３月２４日（火）、長野県木曽郡木曽町において林野火災が発生。地元消防等が消火活動を実施
するも鎮火に至らないことから、同日１９００、長野県知事から陸上自衛隊第１２旅団長（相馬原・群馬県）
に対し、空中消火に係る災害派遣要請があり同時刻受理。

○ ３月２５日（水）０８０３以降、陸上自衛隊第１２ヘリコプター隊（相馬原・群馬県）が航空偵察を実施。
○ 同日、地元消防による現地確認の結果、じ後の対応は自治体のみで可能となったことから、同日１１００、
長野県知事から陸上自衛隊第１２旅団長に対し、災害派遣撤収要請があり、活動を終了。

自衛隊の

主な活動

１ 航空機の態勢（２機態勢）
○ 航空偵察
・陸上自衛隊第１２ヘリコプター隊のＣＨ－４７×１機

○ 映像伝送
・陸上自衛隊東部方面航空隊（立川・東京都）のＵＨ－１×１機（悪天候のため未実施）

２ 地上からの偵察
○ 第１３普通科連隊（松本・長野県）の地上部隊が、ドローンによる上空からの偵察を実施

３ 連絡員の派遣（１箇所３名）
○ 木曽町役場：陸上自衛隊第１３普通科連隊×２名

陸上自衛隊第１２ヘリコプター隊×１名

位置関係図 活動の様子（イメージ）

【凡 例】

：火 点

：駐屯地等

陸上自衛隊
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